
【給付限度額を超えた申請の例】 

（見積額 10,000円の畜便袋〔１か月分〕を申請した場合） 
 

〇課税世帯 

  自己負担額 2,260円＝1,400円＋860円 
 

〇生活保護世帯・非課税世帯  

自己負担額 1,400円 

 

 

 

 

１ 対象者 

・土浦市に住所がある方。 

・身体障害者手帳（ぼうこうまたは直腸機能障害）所持者で、人工肛門の造設か尿路変

更により、ストマ用装具を必要とする方。 

※世帯に市町村民税の所得割の課税額が４６万円以上の方がいる場合には、給付の対象

外となります。 

 

２ 申請方法 

ストマ用装具等給付申請書と注文書を、次の①～④いずれかの方法で申請してくださ

い。 

  ①障害福祉課窓口（１階４～６番窓口）  ②FAX  ③郵送  ④Web（R8.3.9～） 

※申請受付日は、書類が市に届いた開庁日（土日祝日を除く）となります。  

※申請から決定までに約２週間かかりますので、余裕をもった申請をお願いします。 

 

３ 給付限度額（１か月あたりの価格）   

 ～令和８年３月３１日決定分 令和８年４月１日以降決定分 

畜便袋  ８，６００円  ９，２００円 

畜尿袋 １１，３００円 １２，０００円 

 

４ 自己負担について 

 ・給付限度額までは、１割を負担していただきます。ただし、生活保護世帯・市町村民税

非課税世帯はありません。 

・給付限度額を超える金額は、全額自己負担となりますので、１割負担と合わせて、直接

業者にお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活用装具給付事業 

土浦市ストマ用装具等給付事業の申請手続きについて 

課税世帯 生活保護・非課税世帯

限度額超過分

1,400円

限度額超過分

1,400円

自己負担

860円

給付額

8,600円給付額

7,740円

給付限度額
8,600円



５ 申請できる月数について 

・１回の申請につき、最大６か月分までの申請ができます。ただし、年度をまたいでの

申請はできません。 

・給付を受ける際には、必ず事前に申請が必要です。申請月を遡っての申請・給付はで

きません。また、申請をする前に購入したストマ用装具等は給付の対象にはなりませ

ん。 

 

６ ストマ用装具の代替品として認められるもの 

 洗腸装具（蓄便袋の使用者のみ）、ガーゼ、サラシ、脱脂綿（ストマ用装具からの漏れを

防ぐために使用する場合に限る）、オストミー協会の１３品目（別紙参照） 

 

７ 決定までの流れ 

 

 

 

  

R8.1 土浦市 

申請者
• 障害福祉課へ、「申請書」「注文書」を提出します。

市
• 業者へ、見積書を依頼します。

業者
• 注文書をもとに見積書を作成し、障害福祉課へ送付します。

市

• 見積書をもとに、審査・決定を行います。

• 「決定通知書」を申請者へ、郵送します。

• 「給付券」を業者へ、郵送します。

業者
• 申請者へ、ストマ用装具等を納品します。

申請者

• 業者からストマ用装具等を受け取ります。

• 給付券へ押印またはサインし、受領年月日を記入してください。

• 自己負担が発生した場合には、業者へ直接お支払いください。

業者
• 「申請者が記入した給付券」、「請求書」を障害福祉課へ送付します。

市
• 業者へ、ストマ用装具等の代金を支払います。

【問い合わせ先・提出先】 

土浦市障害福祉課 障害審査係  〒300-8686 土浦市大和町９番１号 

電話番号：029-826-1111（内線：2454、2365） FAX：029-826-7118 


